
11月25日●金
申 込
方 法

参加
無料

ウクライナ紛争の影響もあり、世界中でハッカー等によるサイバー攻撃が活性化しています。
サイバー攻撃の対象は大企業だけではなく、地方でも被害が多数報告されています。
被害を被った場合、行政処分（事業認可取消・停止等）、刑事責任（個人情報保護法違反による
罰金・懲役）、民事責任（慰謝料）が伴い、事業継続に甚大な影響が生じます。
本セミナーでは、最新の情報と対策を分かりやすく解説し、事業者の対策につなげます。

定員 100名 要事前申込
先着順

開 催
方 式

15:00～
16:30

オンラインセミナー

Microsoft社 Teams

下関市・あいおいニッセイ同和損保包括連携協定企画

下関市商工会

参加の
流 れ

開催前日まで 参加用ＩＤ／パスワードを案内します。
開催当日 開始時間１０分前までにログインしてください。

［主 催］ [セミナー開催・運営]

右記QRコードから専用
サイトにアクセスして必要
事項を入力してください。

日時

問合せ先 下関市産業振興部産業振興課 ☎ 083-２３１-1２２０

[注意事項］ ・当日はパソコンやタブレットなどインターネット環境を各自で用意してください。
・当セミナーの録画・録音・撮影、および二次利用はできません。
・ライブ配信のため、映像や音声が乱れる場合があります。
・セミナー終了後、アンケートの回答に協力してください。

Do You
Know ?

▶最新のサイバー攻撃の傾向と対策 ▶標的型攻撃メールの手口
▶改正個人情報保護法による事業者の責務の厳格化 ▶被害発生時の企業対応

https://adclub.jp/?p=108703


